
宇都宮市地域密着型サービス運営委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）の規定による地域密 

 着型サービス及び地域密着型介護予防サービス（以下「地域密着型サービス」という。） 

 の円滑かつ適正な実施に資するため，宇都宮市地域密着型サービス運営委員会（以下「委 

 員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項に関して，市長若しくは地域密着型サービス事業者選 

 定委員会に対して意見を述べる。 

 (１) 地域密着型サービス事業者（地域密着型サービスを提供する事業者をいう。以下同 

  じ。）の指定に関すること。 

 (２) 法の規定による本市における地域密着型サービスの費用の額に関すること。 

 (３) 法の規定による本市における地域密着型サービス事業者の設備又は運営の基準に関 

  すること。 

 (４) 地域密着型サービスの質の確保又は地域密着型サービス事業者の運営評価に関する 

  こと。 

 (５) その他地域密着型サービス事業者の適正な運営に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は，委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は，関係者の意見反映，公平性の確保等の観点を踏まえ，学識経験者その他地域

密着型サービスの適正な運営を確保する上で必要と認められる者の中から市長が委嘱す

る。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は，２年とし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。ただ 

 し，再任を妨げない。 

（委員の出席） 

第５条 委員は，第２第１号に掲げる事項で，自己に関するものについては，その委員会

の会議に出席することができない。 

 （会長及び副会長） 

第６条 委員会に会長及び副会長１人を置き，委員の互選によりこれを定める。 
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２ 会長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 委員会の会議は，会長が招集し，会長がその議長となる。 

２ 委員会は，半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決 

 するところによる。 

４ 委員会は，必要があると認めるときは，関係人の出席を求め，説明又は意見を聴くこ 

 とができる。 

５ 委員が宇都宮市社会福祉施設等事業者選考専門委員（以下この項において「専門委員」

という。）に選任された場合において，その委員が専門委員として調査し，又は選考した

案件について委員会に付議されたときは，当該委員は，その議事に関与することができ

ない。 

 （守秘義務） 

第８条 委員及び関係人は，会議において知り得た情報を外部に漏らしてはならない。な 

 お，その職を退いた後においても同様とする。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，保健福祉総務課又は高齢福祉課において処理するものとし，担 

 当の区分は別表に定めるところによる。 

 （補則） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営について必要な事項は，会長が委員 

 会に諮って定める。 

   附 則 

 この要綱は，平成１８年２月１６日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２０年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２２年５月１日から適用する。 

 附 則 

 この要綱は，平成２６年４月１日から適用する。 



 

別表（第９条関係） 

区   分 庶務担当課 

第２条第１号又は第３号の規定による事項を審

議する会議 
保健福祉総務課 

第２条第２号の規定による事項を審議する会議 高 齢 福 祉 課 

第２条第４号又は第５号の規定による事項を審

議する会議 

保健福祉総務課と高齢福祉課

間で協議して定める。 

 


